
千葉市税務部連絡会議等設置要綱 

 
（目的等） 

第１条 この要綱は、財政局税務部（以下「税務部」という。）内の連絡

調整を図り、適正な税務行政等の確立に資することを目的とする。 

２ この要綱に定める税務部の内部組織及び職員は、千葉市事務分掌規則

（平成４年規則第２号）及び千葉市事業所事務分掌規則（平成４年規則

第３号）に定めるものをいう。 

（会議の名称、趣旨及び組織） 

第２条 この要綱により設置する会議は次のとおりとし、各会議における

所管及び事務局、議長並びに構成等については別表に定める。 

（１）税務部連絡会議 

税務部内の連絡調整及び適正な税務行政等の確立を図るため、部長、

市税事務所長及び課長の職にある税務部職員で組織する。 

（２）課長会議 

税務部連絡会議の補助的機能を果たすとともに税務部内での一体

的な事務執行を図るため、課長の職にある税務部職員で組織する。 

（３）課長補佐会議 

課長会議の補助的機能を果たすとともに税務部内での一体的な事

務執行を図るため、課長補佐の職にある税務部職員で組織する。 

（４）班長会議 

負担の公平性・公正性の維持、課税客体の的確な把握及び適正課税

の推進、徴収率の向上並びに税務部内での一体的な事務執行を図るた

め、主査の職にある税務部職員で組織する。 



（会議の開催） 

第３条 会議は、議長が招集する。 

２ 議長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させることができる。 

（会議の報告） 

第４条 第２条第１号から第３号までの会議を開催した場合、事務局は速

やかに会議報告書を作成し、税務部長、市税事務所長及び所属長に報告

しなければならない。 

２ 第２条第４号の会議を開催した場合、事務局は速やかに会議報告書を

作成し、所属長に報告しなければならない 

附 則 

この要綱は平成４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は平成２２年１０月１２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は令和元年９月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は令和２年５月１日から施行する。 
 
  



別表  

会議名称 
所管及び 

事 務 局 
議 長 構 成 備 考 

税務部連絡会議 
税制課 
税制班 

税務部長 

税務部長 
市税事務所長 
税制課長 
課税管理課長 
納税管理課長 
市民税課長 
資産税課長 
法人課長 
納税第一課長 
納税第二課長 

 

課長会議    

次に掲げる会議のほ
か、各課長は、必要に
応じ、関係課長との
協議により、自らを
議長とした課長会議
を招集することがで
きる。 

 

３課長会議 
税制課 
税制班 

税制課長 
税制課長 
課税管理課長 
納税管理課長 

 

市民税課長会議 
課税管理課 
市民税班 

課税管理課長 
課税管理課長 
市民税課長 

市税事務所長、税制課
長及び法人課長は議題
に応じ出席するものと
する。 

資産税・法人課長会議 
課税管理課 
資産税班 

課税管理課長 
課税管理課長 
資産税課長 
法人課長 

市税事務所長及び税制
課長は議題に応じ出席
するものとする。 

納税課長会議 
納税管理課 
徴収指導班 

納税管理課長 
納税管理課長 
納税第一課長 
納税第二課長 

市税事務所長及び税制
課長は議題に応じ出席
するものとする。 

市税事務所課長会議 
市民税課 
管理班 

市税事務所長 

市民税課長 
資産税課長 
法人課長 
納税第一課長 
納税第二課長 

東西それぞれで開催す
るものとする。 
 
市税出張所長は議題に
応じ出席するものとす
る。 

課長補佐会議 
税制課 
経理班 

税制課長補佐 

税制課長補佐 
課税管理課長補佐 
納税管理課長補佐 
市民税課長補佐 
資産税課長補佐 
法人課長補佐 
納税第一課長補佐 
納税第二課長補佐 

 



班長会議    

税制班長は議題に応じ
出席するものとする。 
 
次に掲げる会議のほ
か、各班長は、必要に応
じ、関係班長との協議
により、自らを議長と
した班長会議を招集す
ることができる。 

 

市民税・法人班長会議 
課税管理課 
市民税班 

課税管理課 
市民税班長 

課税管理課 
市民税班長 

市民税課 
個人市民税班長 
特別徴収班長 

法人課 
 法人班長 

市民税課管理班長は議
題に応じ出席するもの
とする。 

資産税班長会議 
課税管理課 
資産税班 

課税管理課 
資産税班長 

税制課 
 調査班長 
課税管理課 

資産税班長 
資産税課 

土地班長 
家屋班長 

法人課 
 償却資産班長 

班長会議のほか、土地
分科会及び家屋分科会
を設置する。 

納税班長会議 
納税管理課 
徴収指導班 

納税管理課 
徴収指導班長 

税制課 
 調査班長 
納税管理課 

徴収指導班長 
納税第一課及び 
納税第二課 
 納税第一班長 
 納税第二班長 
 納税第三班長 

 

 


